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第１章 計画の趣旨 

１ 計画策定の背景 

 近年、全国的に人口減少や住宅の老朽化、社会的ニーズの変化等により、空き家

が急増し、深刻な社会問題となっています。なかでも管理不全な空き家は、治安や

衛生面の悪化、景観の阻害等、地域住民の生活環境に大きな悪影響を及ぼす恐れが

あります。そこで空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、公共の福祉の

増進と地域の振興に寄与することを目的として平成26年11月27日に「空家等対策の

推進に関する特別措置法」（以下「法」といいます。）が公布され、平成27年5月

26日には全面施行されました。 

法では、空家等の所有者または管理者が、適切な管理について第一義的な責任を

有することを前提としつつも、空家等に関する計画的な対策の実施については、住

民に最も身近な行政主体であり、個別の空家等の状況を把握する立場にある市町村

の責務としています。そこで、本村は、空家対策を総合的かつ計画的に推進するた

め、平成28年10月に「北川村空家等対策計画」を策定しました。 

これまでは、本計画に基づき空家の適正な管理や利活用を推進し、特に移住者の

受け入れに向けた改修については一定の成果をおさめてきました。しかし、計画策

定から10年が経過し、空き家を取りまく状況の変化や、これまでの取組の中で明ら

かになった新たな課題も生じています。 

そこで、これまでの成果を継続しつつ課題を整理し、より効果的な対策を推進し

ていくため「第二期北川村空家等対策計画」を策定します。 

 

２ 計画の位置付け 

  本計画は、法第7条第1項に基づき策定するもので、平成27年2月に国から

示された「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的

な指針」（以下「国指針」といいます。最終改正 令和５年12月13日付け総

務省・国土交通省告示第３）に即した計画とします。 

  また、「第3次北川村まち・ひと・しごと創生総合戦略」など関連する本

村計画と連携を図りながら計画を実施してまいります。 

 

 

第２章 本村の人口と空家等の状況 
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１ 人口・世帯 

(1) 人口・世帯の推移 

 

 ●本村の人口は1,146人、世帯数は549世帯となっています。 

 ●1世帯あたりの人員は2.1人となっています。(令和2年国勢調査) 

 

本村の人口は、1920 年（大正 9 年）から増減を繰り返し、奈半利川電源開発

事業の最盛期であった 1960 年（昭和 35 年）に 6,000 人にまで増え、一時電発

景気に沸いたが、その後、ダムの完成、国有林事業の統廃合等による人口移動に

加え、地場産業の衰退、高度経済成長期における大都市圏への大幅な人口流出や

出生数の減少などの影響により一貫して減少。村は古くは 1981年（昭和 56年）

より過疎対策に取り組み、2007年（平成 19 年）からはゆずによる地域振興を掲

げて一定の成果を上げているが、2020年（令和２年）には 1／5に近い 1,146人

にまで激減するなど、人口減少を食い止めるには至っていない。 

 

 

 図１ 長期的な人口の推移 

 

（出典）総務省「国勢調査」 
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図２ 世帯あたりの人口の推移 

                      （出典）総務省「国勢調査」 

 

 (2) 将来人口の推計 

本村の人口推移は、第 2次総合戦略の人口ビジョンで示した趨勢人口（現

在の人口減少傾向が継続した場合の人口）に近い数字となっている。また、

人口の将来展望に関する数値目標指標について、「移住の促進」は目標を上

回る水準となっている。一方で、「合計特殊出生率の向上」については減少

傾向であり、「健康寿命の延伸と生活の質の向上」については目標値よりも

転出超過の結果となった。村の活力を維持・存続していくためには、年齢構

成等を意識しつつ、対策を講じる必要があり、人口減少対策における視点と

して、①出生率、②若年世代の転入促進、③高齢者世代の転出を引き続き重

要視点と位置づける。各視点における本村の現状と、施策を打つべき主要施

策ターゲットを中心とする施策展開を想定し、下記５つのパターンの設定で

将来人口の推計を行いました。 
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●パターン１： 

・社人研推計準拠（現状の人口減少傾向が継続した場合） 

 

●パターン２〜５： 

 ＜共通＞ 

・パターン２～５の 2025年人口は、2020－2024年の高知県推計人口を基づく推計。2030年人口

は、2030年までに実施する以下①～③の住居関連施策による想定効果を反映。 

①分譲：2030年に「夫婦 30代、子 0〜4歳」6組、「夫婦 40代、子 5〜9歳」6組（計 36名） 

②集合住宅：2030 年に 20〜50 代男性が各代 5 名（計 20 名）、60 代男性が 2 名、20〜50 代女

性が各代 3.8名（計 16.2名）、60代女性が 1.8名 

・高齢者の転出抑制（75〜84 歳 5 歳階級/5 年ごとに男女 2 名） 

 

＜パターン２＞ 

・合計特殊出生率は現状維持（2020 年実績より 1.44） 

・若者（親子含む）の転入増加・転出抑制：20〜44 歳について 5 歳階級ごとに男女合計 4 名/5

年、0〜4 歳について男女合計 2 名/5 年増加 

＜パターン３＞ 

・合計特殊出生率は 2030 年〜2055 年まで 5 年ごとに 0.1 増（2055 年で 1.94）。2060 年以降は

1.94 で維持。 

・若者（親子含む）の転入増加・転出抑制：20〜44 歳について 5 歳階級ごとに男女合計 6 名/5

年、0〜4 歳について男女合計 3 名/5 年増加 

＜パターン４＞ 

・合計特殊出生率は 2030 年〜2055 年まで 5 年ごとに 0.1 増（2055 年で 1.94）。2060 年以降は

1.94 で維持。 

・若者（親子含む）の転入増加・転出抑制：2030 年までは 20〜44 歳について 5 歳階級ごとに

男女合計 6 名/5 年、0〜4 歳について男女合計 3 名/5 年増加。2030 年以降は 20〜44 歳につい

て 5 歳階級ごとに男女合計 8 名/5 年、0〜4 歳について男女合計 4 名/5 年増加。 

＜パターン５＞ 

・合計特殊出生率は 2030 年〜2055 年まで 5 年ごとに 0.1 増（2055 年で 1.94）。2060 年以降は

1.94 で維持。 

・若者の転入増加・転出抑制：20〜44 歳について 5 歳階級ごとに男女合計 10 名/5 年増加。 
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図３ 本村における将来人口の推計 

 

 

（出典）社人研推計提供資料等に基づき独自推計 

 

 

２ 空家等の調査に関する事項 

(1) 空家の所有者等の調査 

空家等の実態踏査に基づき、土地建物登記簿、固定資産税台帳、住民台

帳、戸籍簿等から所有者等を把握します。 

(2) その他の調査 

空家施策の進捗とともに、実態調査等が必要な場合は行うものとします。 

  

 住宅総数 空家数 空家率 備考 

平成27年度 743戸 128戸 17.2% 空き家実態調査 

令和7年度 780戸 255戸 32.7% 産業政策課調べ 
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第３章 空家等対策に係る基本的な方針 

１ 目的 

本村における空家等対策の推進及び空家等の活用の促進を図ることにより、

村民が安全に、かつ、安心して暮らすことができる生活環境を確保するととも

に、まちづくりの活動の活性化に寄与することを目的とします。 

 

２ 基本理念 

(1) 安全で安心なまちづくり 

南海トラフ地震の発生は避けられないことから、住宅の耐震化、避難場

所・避難路の整備、また発災後における避難生活の準備など、災害への備え

を進めています。 

老朽化が進み発災時に倒壊する恐れのある空家は除却し、その他の空家

は、老朽化が進まないように適正な管理をするとともに、耐震性を確保した

上で再生・活用し、南海トラフ地震を生き抜くまちづくりを目指していきま

す。 

 

(2) 自然の恵みを活かした快適なすまいづくり 

豊富な自然に囲まれ、快適な住環境に恵まれた本村においては、その快適

性を維持するため、自然環境の保全に努めています。そのため、空家の老朽

化をできるだけ事前に食い止め、住環境の悪化を防止します。 

 

(3) 活き活きと支え合うコミュニティづくり 

本村は高齢者が多いことから、身体機能の低下や障害の程度に応じたバリ

アフリー化及び在宅生活を支える様々なサービスの充実を図るとともに、見

守りができる近隣のコミュニティを活性化することで誰もが安心して住むこ

とができる魅力あるまちづくりを目指しています。 

 

(4) ストックを活かしたすまいづくり 

空家を公的賃貸住宅として再生することで、移住者向け住宅や高齢者、子

育て世帯など住宅の確保に特に配慮を要する方向けの住宅として活用するこ

とで効率の良い住宅供給を目指します。 

また、文化財的価値のある空き家などについては、住宅に限らず集会所、

井戸端交流サロン等、ストックの特性を生かした再生をすることで地域の活
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性化につなげていきます。 

 

(5) 移住希望者や関係人口等の一時的なすまいづくり 

関係人口の段階的な移住機会の提供に向けた一時的な住まいとして、空家

を活用したまちづくりを目指します。 

３ 基本的事項 

(1) 対象地区 

空家等に関する対策の対象とする地区は、北川村内全域とします。 

ただし、今後行われる空家等に関する調査等の結果、他の地区と比べ、著

しく空家率が高い等の理由により、空家等対策を重点的に推し進める必要が

ある地区がある場合は、重点地区と定めることとします。 

対象地区：村内全域 

(2) 対象とする空家等の種類 

本計画で対象とする空家等の種類は、法第2条第1項に規定する空き家等と

地方公共団体が所有又は管理する空き家等を対象とします。 

※法第２条第１項 

この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物で

あって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその

敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。［以下略］ 

 

４ 計画期間 

本計画の期間は、５年間とします。 

なお、本計画は、継続して適正な進行管理を行うとともに、各種施策の実

施による効果や社会状況の変化等により、必要に応じて見直しを図るものと

します。 

計画期間：令和８年度から令和12年度まで 

５ 所有者等による空家等の適切な管理の促進 

(1)空き家所有者の責務 

空家等は、所有者の財産であることから、憲法で規定する財産権や民法で

規定する所有権に基づき、その所有者の責任において自主的に管理すること

が原則です。 
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また、空家等対策の推進に関する特別措置法では、「空家等の所有者等

は、周辺の生活環境悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努める

ものとする。」と規定されています。 

ただし、所有者が死亡又は不明な場合もあることから、こうした場合に

は、法等に基づき、村において調査を尽くして、相続人等、空家等の適正な

管理義務者を特定し、的確な助言・指導をすることで、空家等の適正な管理

の実施につなげていきます。 

 

(2)空家の活用について 

空家の管理については、空家のまま適正に管理するのとは別に、ニーズ

に合わせてリフォームすることで再生し、現役の施設として適正な管理を

確保する方法もあります。 

老朽化が進んでいない住宅については、不動産事業者等に依頼し、賃貸

住宅として活用することも可能なことから、住宅所有者が移住希望者など

に売却又は賃貸するなど「空き家を活用した移住・定住の促進」にも繋が

ります。このとき注意を要することとして、建物の耐震性の確保の問題が

あります。昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅については

耐震性がない可能性が高く、耐震改修をするなどにより安全性を確保した

上で売却又は賃貸する必要があります。 

また、南海トラフ地震などの大規模災害時には、被災により住宅を失っ

た方への応急期の住宅として提供することが考えられます。南海トラフ地

震の被害想定による試算では、応急仮設住宅の建設用地が不足することが

見込まれており、使える空き家はみなし仮設住宅として借り上げるなど、

できるだけ活用する必要があります。「２ 基本理念」の「(1)安全で安心

なまちづくり」で記載していますとおり、本村は、南海トラフ地震を生き

抜くまちづくりを目指しています。従いまして、災害発生後、活用が可能

な空き家については被災者の救済のためにご提供いただきたいと考えてい

ます。その際には、覚書若しくは契約の締結など、ご協力いただくにあた

って必要な措置を講じることとします。 

このような災害時の役割を有効に担うためには、耐震性の確保が重要で

あり、本村が実施する空き家活用促進事業に空き家を提供するなど、日頃

から空き家の耐震性の確保に係る取り組みが必要になります。 

 

６ 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進 

本村では、空家を、その所有者から購入、または約12年間定期借家する



 

9 

 

などし、村で改修したうえで公的賃貸住宅として活用する事業を実施して

います。借り上げました住宅については、期間満了時に、所有者に返しま

す。 

この事業の実施に当たり、空家を移住者など北川村の活性化に繋がる若

者等に提供することを基本としていますが、中心部の空家については、中

北部地域にお住まいの高齢者が、利便性の高い地域へ住み替えるための住

宅として再生し、住み替えにより空き家になる従前の住宅については、自

然に囲まれた良好な住環境への移住を希望する若者に提供するなど、それ

ぞれのニーズにマッチした手法も検討します。 

需要に対して空家を再生して供給することは、空家そのものを減らすと

ともに、新築により将来空き家となる可能性のあるストックがさらに増え

ることを抑制することにもなります。 

 

また、文化財的な価値のある空き家など、集会所、移住お試し住宅等、

住宅以外の用途に活用することが適当と思われる空家等については、空き

家の状況やニーズに応じて最も効果的と思われる用途に再生し活用しま

す。 

一方、除却した空家等に係る跡地については、防災やまちの活性化など

に資する用途として活用していきます。 

 

７ 特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する

事項 
 
(1) 基本的方針 

空家等のうち、特定空家等に該当するおそれがあるものについては、速

やかな改善が求められることから、早期に助言又は指導を行うことが必要

です。 

このため、特定空家等に該当するか否かの判断にかかわらず、村は、空

家等の所有者等に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境

の保全を図るために必要な措置をとるよう、助言又は指導を行い、早期に

解決が図られるように努めます。 

(2) 特定空家等に関する判定の手続 

空家等が特定空家等に該当した場合には、法に基づく措置を行うことと

なりますが、慎重な手続を期すため、村の関係各課の長で組織する「北川

村特定空家等判定委員会」（以下「委員会」といいます。）を設け、委員

会の意見を聴いた上で、措置に向けた手続を行うこととします。 

(3) 特定空家等の判断について 



 

10 

 

空家等が特定空家等に該当するか否かについては、老朽住宅判定基準を

満たす空家等で、関係各課で協議し、周辺の生活環境の保全を図るため放

置することが不適当であると認めるものについて、専門家の団体で構成さ

れている高知県居住支援協議会の空き家対策部会（以下「部会」とう。）

に意見を照会し、特定空家等の判断の妥当性が認められたものとします。 

(4) 緊急応急措置 

空家等が危険となることが切迫し、かつ、当該空家等の所有者等が判明

しないときは、危険な状態となることを防止するため、村は必要最低限の

措置を講ずるものとします。 

(5) 特定空家等に対する措置の流れ 

特定空家等に対する措置の流れは、次のフロー図のとおりです。 

なお、法に基づく「勧告」を行うことにより、固定資産税の住宅用地の

特例が解除されます。 
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特定空家等に対する措置手順フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事実の発生（市民相談、実態調査等）

１　現地及び所有者等の調査【第9条～第10条関係】

■現地調査 ■所有者等の調査

(1)現地調査による空家等の状態の把握 (1)所有者等の特定

(2)立ち入り調査の実施

(3)対応方策の検討

特定空家等と判定

３　助言又は指導【第14条第1項関係】 ２　所有者等の事情の把握

(1)助言又は指導の実施 (1)所有者等の事情の把握

(2)助言又は指導の実施後の対応 (2)所有者等の事情に応じた解決策の検討

４　勧告【第14条第2項関係】

(1)勧告の実施

(2)関係部局（税務、その他）への情報提供

(3)勧告に従い措置が実施された場合の対応

(4)勧告に従わなかった場合の対応

(5)所有者等が変わった場合の対応

５　意見所等の提出の機会【第14条第4項～第8項関係】

(1)措置を命じようとする者への事前の通知

(2)公開による所有者等からの意見の聴取

６　命令【第14条第3項関係】

(1)命令の実施

(3)命令に従い措置が実施された場合の対応

(4)過料の手続き

７　行政代執行【第14条第9項関係】

(1)実態的要件の明確化 ８　略式代執行【第14条第10項関係】

(2)文書による戒告 (1)略式代執行を行うことができる要件の確認

(3)代執行令書による通知 (2)事前の公告

(4)執行責任者証の形態及び提示

(5)代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取り扱い

(6)費用の徴収 (4)費用の徴収

所有者等を確知すること

ができない

(2)標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法による公
示

(3)略式代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取り

扱い

※現地調査と所有者等の調査の順序

は事案に応じて判断

通知できた所有者等に措置を
講ずる権原がない

過失なく措置を命ぜ

られるべき者を確知
することができない

場合

村民 
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８ 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

○北川村空家相談コーナーの設置 

本村は、産業政策課に「北川村空家相談コーナー」（以下「相談コーナ

ー」といいます。）を設置し、空家等に関する相談に対応します。 

相談コーナーは、管理不全な空家等に関する内容と空家等の利活用に関

する内容の両方に対応するものとし、村民にとって、わかりやすい空家等

の相談窓口として設置するものです。 

 

９ 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

(1) 組織体制 

ア 主管部局 

空家等に関する対策に係る事務の主管部局は、産業政策課としま

す。 

イ 庁内組織 

庁内組織として、副村長を委員長、産業政策課長を副委員長とする

６人の委員で構成する「北川村特定空家等判定委員会」を組織しま

す。 

  ウ 専門家の団体との連携 

    特定空家等の判断や、相談対応、活用に関する技術的助言などにつ

いて部会と連携して対応します。 

 

10 空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

(1) 基本的な考え方 

本村は、法に基づき多岐にわたる空家等の課題に対応することとしま

す。 

また、空家等対策の推進には、高い専門性が要求されることから、関係

機関との連携の下に、対策を講ずることが必要です。 

(2) 関係団体との連携 

ア 専門家団体及び事業者との連携 

本村は、高知県居住支援協議会に所属しており、協議会内で、空き家

に関する対策に対応するため不動産事業者を含む専門家及び事業者によ

り組織されている空き家対策部会と連携し、専門性の高い問題の対応や

具体的な対策の実施につなげます。 
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イ 警察との連携 

法の目的規定には、「防犯」が謳われていませんが、適切に管理され

ていない空家等が犯罪の温床となったり、犯罪を誘発する危険性を秘め

ていることは否めません。 

このため、防犯的な観点からも、必要な限度において、警察と空家等

に関する情報を共有するなど、相互に協力するものとします。 

ウ 消防との連携 

県内では、適切な管理が行われていない空家等に放火される事件が

発生しています。 

また、空家等の敷地に繁茂している草が枯れ、タバコなどの火が燃

え移る危険も予想されます。 

こうしたことから、防災的な観点から、必要な限度において、消防

と空家等に関する情報を共有するなど、相互に協力するものとしま

す。 

エ 自治会との連携 

地元を良く知る自治会の協力なしでは、空家等の問題は解決しませ

ん。村は、自治会から寄せられた空家等に関する情報などに注意を払

い、問題の早期解決に努める必要があります。 

また、特定空家等に該当していない空家等であっても、自然災害な

どにより、急速に腐朽が進行したり、倒壊のおそれのある状態となる

ことも考えられます。 

このため、こうした危険な状態となっている空家等に関する情報を

自治会から提供を受けることにより、迅速な対応を図るものとしま

す。 

オ その他関係団体との連携 

アからエまでのほか、村は、空家等対策の推進のため、弁護士、司

法書士、土地家屋調査士、建築士及び金融・経済団体等の関係団体に

は、村が実施する空家等対策事業に対する支援を期待するとともに、

相互に連携を図りながら、空家等の問題に取り組む必要があります。 

 

第４章 空家等対策の基本的施策 

 

１ 空家相談コーナーの設置 

(1) 設置の経緯 



 

14 

 

本村は、平成27年度に空家等実態調査を実施し、北川村内における空家

の実態把握を基に空家等対策を、より村民にわかりやすく、また空家等対

策に関する総合的な施策を展開するため、産業政策課に「空家相談コーナ

ー」を設置しています。 

(2) 機能 

空家相談コーナーは村民等からの相談への対応をはじめ、空家等に関す

るあらゆる問題の総合的な窓口として機能することが求められています。 

専門的な知識を要する相談等については、関係団体との連携体制を活か

し、該当する専門家に照会した上で回答する等、適正な対応を実施してい

きます。 

 

２ 空家等に関する補助制度等 

〇補助制度 

・北川村老朽住宅除却事業費補助金  

北川村村内にある住宅等で、地域の住環境の整備・改善や地域の活性化

を促進するため、北川村地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路又は

避難路に被害を及ぼすおそれのある老朽住宅等、若しくは、密集地から離

れた個所にあり、犯罪に使用される恐れのある老朽住宅等の除却を行う者

に対しその費用の一部を補助します。 

 

・北川村空き家改修費等補助金  

空家を移住や定住等の地域の活性化を促進するため、居住の用に供する

貸家、または関係人口の段階的な移住機会の提供としての活用を行う者に

対しその改修費用の一部を補助します。 

 

○空き家の購入、定期借家による支援 

(1)概要  

空家を村が、移住希望者等に公的賃貸住宅として供給し、居住支援を行

うため、空家の購入または約12年間借り上げることで、空家の所有者の適

正な維持管理を支援します。 

（2）支援の内容 

・固定資産税の負担が軽減されます。 

・空家を公的賃貸住宅として村が管理するため、空き家の維持管理に要

する費用が軽減されます。 

 


